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中央最低賃金審議会目安に関する小委員会報告 

 

令和７年８月４日 

 

１ はじめに 

令和７年度の地域別最低賃金額改定の目安については、累次にわたり会議を開催

し、目安額の根拠等についてそれぞれ真摯な議論が展開されるなど、十分審議を尽

くしたところである。 

 

２ 労働者側見解 

労働者側委員は、今年の春季生活闘争は、33 年ぶりに５％台の高い水準と言われ

た昨年をさらに上回る成果が報告されたが、新たなステージに移った日本経済を安

定した巡航軌道へ導くためには、労働組合のない職場で働く労働者に対しても、最

低賃金の大幅な引上げを通じ、これを波及させる必要があり、最低賃金法第 1 条に

ある法の目的を踏まえて、審議を進める必要があると主張した。 

昨年を上回る賃金・初任給の引上げは、経営・事業環境や企業業績の状況が決し

て良いとは言えない中においても、労使交渉を通じて、人材の確保・定着など、今

後の事業継続を見据えた「人への投資」を経営側が英断した結果であると述べた。 

地域別最低賃金は、生存権を確保した上で労働の対価としてふさわしいナショナ

ルミニマム水準へ引き上げる必要があり、今年は一つの通過点として、全都道府県

で 1,000 円超の実現は必須であること、また、中期的には「一般労働者の賃金中央

値の６割」という目標を念頭に来年以降も、継続的に水準を引き上げる必要がある

ことから、本年は昨年以上の大幅な改定に向けた目安を提示すべきと主張した。 

現在の最低賃金は絶対額として最低生計費を賄えていない上、昨年の改定以降の

消費者物価指数(持家の帰属家賃を除く総合)は足元で４％強の高水準で推移して

おり、物価の上昇基調は続いている。「頻繁に購入」する品目の消費者物価指数には

この間高騰してきた「コメ」が含まれていないため、最低賃金近傍で働く者の生活

は昨年以上に苦しく、生活実感をいかにデータから汲み取るのかという観点は今年

も重要であると述べた。 

地域間額差は、地方の中小・零細企業の事業継続・発展の厳しさに拍車をかける

一因となり、昨年は、Ｂ・Ｃランクを中心に、目安を大幅に超える引上げが相次い

だが、地域の自主性がこれまで以上に発揮された結果である一方、地方審議におけ

る目安の意義が問われかねない事態である。目安の妥当性と納得性を高め、目安を

軸としたより建設的な議論を促す観点からも、昨年の実績も念頭に置いた中賃とし

てのメッセージを示すべきと主張した。 

「企業の倒産件数」は、中長期的にみれば低い水準で、統計上の雇用情勢は堅調

である。最低賃金の引上げと雇用維持とは相反しておらず、最低賃金の引上げに伴
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い、むしろ労働力人口は増加傾向にあることからも、雇用情勢への影響は極めて限

定的と主張した。 

企業の経常利益は実績ベースでみて堅調に推移しており、中小企業の労働分配率

の水準は高いものの近年では低下傾向にあり、総じて賃金支払能力は問題なく、そ

の上で、中小・零細事業所における賃上げの実現性をさらに高めるためには、より

広範な支払い能力の改善・底上げが重要であり、政府の各種支援策の利活用状況や

効果の検証を踏まえた一層の制度拡充と利活用の推進を求めると主張した。 

加えて、社会の賃上げの流れを速やかに波及させるという観点では、10 月１日発

効を中心に、より早期の発効も念頭に議論を進めるべきと主張した。 

以上を踏まえ、本年度は「誰もが時給 1,000 円」への到達と、生活できる賃金水

準の実現に向けてこれまで以上に前進する目安が必要であり、あわせて、地域間額

差の是正につながる目安を示すべきであると主張した。 

労働者側委員としては、上記主張が十分に反映されずに取りまとめられた下記１

の公益委員見解については、不満の意を表明した。 

 

３ 使用者側見解 

使用者側委員は、最低賃金引上げの必要性は十分認識している中、その影響が大

きい中小企業の賃上げには、原材料や労務費等のコスト増加分の十分な価格転嫁と

生産性向上を図り、原資を確保することが必要であり、規模、業種によっては堅調・

好調な企業がある一方、物価高や最低賃金を含む人件費の高騰等分を十分に価格転

嫁できている企業はまだ少なく、なかでも、Ｃランク等の地方や小規模事業者の業

況は特に厳しいと主張した。 

また、満足に価格転嫁ができない状況で、全ての企業に適用される最低賃金の過

度な引上げは、経営をより一層圧迫しかねないと主張した。 

最低賃金法に定める決定の三要素である「生計費・賃金・通常の事業の賃金支払

能力」を各種統計資料から的確に読み取るとともに、「通常の事業の賃金支払能力」

に重きを置き、三要素を総合的に表す「賃金改定状況調査結果」の、とりわけ第４

表の賃金上昇率を重視して議論を重ねていく、この基本的な考え方に一切変わりは

ないと述べた。 

その上で、今年度は、明確な根拠・データに基づいた納得感ある目安額の提示が

これまで以上に求められ、三要素のデータを丁寧かつバランスよく見ることが重要

と主張した。 

具体的な目安額について、各地方最低賃金審議会の議論に資する、合理的かつ納

得性の高い根拠・ロジックを示すことが中央最低賃金審議会の役割との共通認識の

もと、審議を尽くすべきと強く主張した。 

近年の最低賃金は毎年度、過去最高を更新し続け、地域別最低賃金の決定にあた

っては、目安額を下限として、目安にどれだけ上乗せするかという議論が繰り広げ



 
 
 

3 
 

られている地域があり、その際、三要素によらない隣接地域との競争や最下位の回

避等を意図した審議が散見され、「賃金の低廉な労働者に対するセーフティーネッ

ト」という最低賃金本来の目的から乖離している可能性を指摘した。 

目安小委員会報告が示す引上げ額はあくまで目安であり、地域の実態に基づき各

地方最低賃金審議会で目安を参考に議論し、地域別最低賃金額を決定することを確

認するとともに、目安審議で用いた統計資料を各地方最低賃金審議会でも活用でき

るよう、都道府県別データの存在の有無を確認しつつ議論したいと述べた。 

地域別最低賃金の「発効日」は法律により 10 月１日に定められていない中、近

年の大幅引上げによって、これまで以上に事業者側の相当な準備期間が必要である

ことに加えて、実効性確保の観点から、周知期間の十分な確保や「年収の壁」によ

る就業調整による人手不足の一層の深刻化等の様々な影響も考慮すべきであるこ

とを踏まえ、各地方最低賃金審議会が実態に即して発効日を柔軟に決定することが

望ましいと主張した。 

使用者側委員としては、上記主張が十分に反映されずに取りまとめられた下記１

の公益委員見解については、不満の意を表明した。 

 

４ 意見の不一致 

本小委員会（以下「目安小委員会」という。）としては、これらの意見を踏まえ目

安を取りまとめるべく努めたところであるが、労使の意見が一致せず、目安を定め

るに至らなかった。 

 

５ 公益委員見解及びその取扱い 

公益委員としては、今年度の目安審議については、令和５年全員協議会報告の１

（２）で「最低賃金法第９条第２項の３要素のデータに基づき労使で丁寧に議論を

積み重ねて目安を導くことが非常に重要であり、今後の目安審議においても徹底す

べきである」と合意されたことを踏まえ、「新しい資本主義のグランドデザイン及

び実行計画 2025 年改訂版」及び「経済財政運営と改革の基本方針 2025」に配意し

つつ、各種指標を総合的に勘案し、下記１のとおり公益委員の見解を取りまとめた

ものである。 

目安小委員会としては、地方最低賃金審議会における円滑な審議に資するため、

これを公益委員見解として地方最低賃金審議会に示すよう総会に報告することと

した。 

また、地方最低賃金審議会の自主性発揮及び審議の際の留意点に関し、下記のと

おり示し、併せて総会に報告することとした。 

さらに、中小企業・小規模事業者が継続的に賃上げできる環境整備の必要性につ

いては労使共通の認識であり、政府の掲げる「賃上げと投資がけん引する成長型経

済の実現」と「持続的・安定的な物価上昇の下で、物価上昇を年１％程度上回る賃
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金上昇を賃上げのノルム（社会通念）として我が国に定着」させるためにも、特に

地方、中小企業・小規模事業者に配意しつつ、生産性向上を図るとともに、官公需

における対応や、価格転嫁対策を徹底し、賃上げの原資の確保につなげる取組を継

続的に実施するよう政府に対し強く要望する。 

生産性向上の支援については、可能な限り多くの企業が各種の助成金等を受給し、

賃上げを実現できるように、政府の掲げる生産性向上等への支援や経営支援の一層

の強化を求める。特に、事業場内で最も低い時間給を一定以上引き上げ、生産性向

上に取り組んだ場合に支給される業務改善助成金については、最低賃金引上げの影

響を強く受ける中小企業・小規模事業者がしっかりと活用できるよう充実するとと

もに、具体的事例も活用した周知等の徹底を要望する。加えて、非正規雇用労働者

の処遇改善等を支援するキャリアアップ助成金、働き方改革推進支援助成金、人材

確保等支援助成金等について、「賃上げ」を支援する観点から、賃上げ加算等の充実

を強く要望する。 

さらに、中小企業・小規模事業者の賃上げの実現に向けて、官公需における対策

等を含めた価格転嫁・取引適正化の徹底、中小企業・小規模事業者の生産性向上、

事業承継・Ｍ＆Ａ等の中小企業・小規模事業者の経営基盤の強化に取り組むととも

に、地域で活躍する人材の育成と処遇改善を進める「中小企業・小規模事業者の賃

金向上推進５か年計画」の着実な実行を要望する。 

その際、経営強化税制、事業承継に係る在り方の検討、産業競争力強化法による

税制優遇など、予算や税制等のインセンティブ制度を通じ、中小企業・小規模事業

者の賃上げに向けた強力な後押しがなされることを強く要望する。 

同時に、省力化投資促進プランの対象業種のみならず、幅広く、きめ細やかな成

長投資の後押し、販路開拓・海外展開の促進、マッチングの強化等の支援策の充実

と支援体制の整備を通じた中小企業・小規模事業者の生産性の向上を進めるととも

に、地域における消費の活性化等を通じ地域経済の好循環を図ることを要望する。 

また、中小企業・小規模事業者がこれらの施策を一層活用できるよう、周知等を

徹底するとともに、運用の改善を図ることを要望する。 

価格転嫁対策については、下請法改正法（中小受託取引適正化法）の成立を受け、

その施行に向けて、公正取引委員会の体制の抜本強化とともに、中小企業庁・業所

管省庁との連携体制を早期に構築し、各業所管省庁においても、同法に基づく検査

や問題事例への対処を適切に実施できるよう、執行体制の抜本強化を要望する。 

取り分け、価格転嫁率が平均よりも低い業種を中心に業所管省庁において徹底的

に業種別の価格転嫁状況の改善を図るため、中小企業庁による下請Ｇメン、公正取

引委員会による優越Ｇメンといった省庁横断的な執行体制の強化に加え、中小企業

庁・公正取引委員会から具体的な執行・業務のノウハウの共有を行った上で、業種

別のＧメン等を通じた取引環境改善の枠組みを価格転嫁率が低く課題の多い業種

を所管する業所管省庁全体へと広げる等、十分な規模での執行体制を構築すること
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を要望する。また、パートナーシップ構築宣言について、取引適正化に関する自主

行動計画を制定している各業界団体の役員企業に対して宣言を働き掛けるととも

に、生産性向上関連の補助金における加点措置を拡充すること等により、宣言の更

なる拡大を図ることを要望する。サプライチェーンの深い層まで労務費転嫁指針の

遵守が徹底されているかを重点的に確認し、必要に応じ更なる改善策を検討すると

ともに、更なる周知徹底に取り組むことを要望する。 

さらに、ＢtoＣ事業では相対的に価格転嫁率が低いといった課題があるため、消

費者に対して転嫁に理解を求めていくよう要望する。 

また、いわゆる「年収の壁」への対応として、「年収の壁・支援強化パッケージ」

の活用を促進することを要望する。加えて、行政機関が民間企業に業務委託を行っ

ている場合に、年度途中の最低賃金額改定によって当該業務委託先における最低賃

金の履行確保に支障が生じることがないよう、発注時における特段の配慮を要望す

る。 

 

記 

 
（以下、別紙１と同じ） 

 

 



 

 

参考１ 

 

最低賃金制度と地域別最低賃金額の改定に係る目安制度の概要 

 

１ 最低賃金制度とは 

  最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め、使用者は、その最低賃金額以

上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度である。 

  仮に最低賃金額より低い賃金を労使合意の上で定めても、それは法律により無

効とされ、最低賃金額と同額の定めをしたものとみなされる。 

 

２ 最低賃金の種類 

  最低賃金には、産業に関わりなく地域内のすべての労働者に適用される都道府

県別の「地域別最低賃金」と、例えば電気機械器具製造業、自動車小売業など特

定の産業に働く労働者に適用される「特定最低賃金」の二種類が設定されている。 

 

３ 最低賃金の決定と最低賃金審議会 

  最低賃金は、最低賃金審議会において、賃金の実態調査結果など各種統計資料

を十分参考にしながら審議が行われ、 

  ①労働者の生計費 

  ②労働者の賃金 

  ③通常の事業の賃金支払能力 

 の３要素を考慮して決定又は改定されることとなっており、①を考慮するに当た

っては、労働者が健康で文化的な最低限度の生活を営むことができるよう、生活

保護に係る施策との整合性に配慮するものとされている。 

  最低賃金審議会は、厚生労働省に中央最低賃金審議会が、都道府県労働局に地

方最低賃金審議会が置かれており、地域別最低賃金は、各地方最低賃金審議会の

審議を経て、都道府県労働局長が決定又は改定することとなっている。 

 

４ 地域別最低賃金額改定に係る目安制度の概要 

  昭和 53 年度から、地域別最低賃金の全国的整合性を図るため、中央最低賃金審

議会が、毎年、地域別最低賃金額改定の「目安」を作成し、地方最低賃金審議会

へ提示している。 

  また、目安は、地方最低賃金審議会の審議の参考として示すものであって、こ

れを拘束するものでないこととされている。 

  なお、地域別最低賃金額の表示については、従来、日額・時間額併用方式とな

っていたが、平成 14 年度以降時間額単独方式に移行されており、目安についても、

平成 14年度以降時間額で示すこととなっている。 



 

 

目安審議及び地域別最低賃金審議の流れ 

 

 

中央最低賃金審議会 

【目安審議】 

 

諮  問 

↓ 

調査審議 

↓ 

答  申 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地方最低賃金審議会 

【地域別最低賃金審議】 

 

諮  問 

↓ 

 

調査審議 

 

↓ 

答  申 

↓ 

決  定 

↓ 

決定の公示 

↓ 

効力発生 

 

 

目安を提示 

参考２ 



参考３

年度 平成２７ ２８ ２９ ３０ 令和元 ２ ３ ４ ５ ６

最低賃金額

798 823 848 874 901 902 930 961 1,004 1,055

18 25（※） 25 26 27 1 28 31 43（※） 51

(2.31) (3.13) (3.04) (3.07) (3.09) (0.11) (3.10) (3.33) (4.48) (5.08)

(注）1　金額は適用労働者数による全国加重平均額である。
2　（　　)内は引上げ率（％）を示す。
3　（※）は全国加重平均の算定に用いる経済センサス等の労働者数の更新による影響分
　　　（平成28年度、令和５年度は＋１円）が含まれる。

時間額（円）

 （前年度比）（％）

対前年度引上げ額
（円）

地域別最低賃金の全国加重平均額と引上げ率の推移



参考４

令和６年度地域別最低賃金額改定状況

ランク 都道府県名 最低賃金時間額（単位：円） 発効年月日

東 京 1,163 令 和 6 年 10 月 1 日

神 奈 川 1,162 令 和 6 年 10 月 1 日

大 阪 1,114 令 和 6 年 10 月 1 日

埼 玉 1,078 令 和 6 年 10 月 1 日

愛 知 1,077 令 和 6 年 10 月 1 日

千 葉 1,076 令 和 6 年 10 月 1 日

京 都 1,058 令 和 6 年 10 月 1 日

兵 庫 1,052 令 和 6 年 10 月 1 日

静 岡 1,034 令 和 6 年 10 月 1 日

三 重 1,023 令 和 6 年 10 月 1 日

広 島 1,020 令 和 6 年 10 月 1 日

滋 賀 1,017 令 和 6 年 10 月 1 日

北 海 道 1,010 令 和 6 年 10 月 1 日

栃 木 1,004 令 和 6 年 10 月 1 日

茨 城 1,005 令 和 6 年 10 月 1 日

岐 阜 1,001 令 和 6 年 10 月 1 日

富 山 998 令 和 6 年 10 月 1 日

長 野 998 令 和 6 年 10 月 1 日

福 岡 992 令 和 6 年 10 月 5 日

山 梨 988 令 和 6 年 10 月 1 日

奈 良 986 令 和 6 年 10 月 1 日

群 馬 985 令 和 6 年 10 月 4 日

石 川 984 令 和 6 年 10 月 5 日

岡 山 982 令 和 6 年 10 月 2 日

新 潟 985 令 和 6 年 10 月 1 日

福 井 984 令 和 6 年 10 月 5 日

和 歌 山 980 令 和 6 年 10 月 1 日

山 口 979 令 和 6 年 10 月 1 日

宮 城 973 令 和 6 年 10 月 1 日

香 川 970 令 和 6 年 10 月 2 日

島 根 962 令和 6年 10月 12日

福 島 955 令 和 6 年 10 月 5 日

愛 媛 956 令和 6年 10月 13日

徳 島 980 令 和 6 年 11 月 1 日

山 形 955 令和 6年 10月 19日

鳥 取 957 令 和 6 年 10 月 5 日

佐 賀 956 令和 6年 10月 17日

大 分 954 令 和 6 年 10 月 5 日

青 森 953 令 和 6 年 10 月 5 日

長 崎 953 令和 6年 10月 12日

熊 本 952 令 和 6 年 10 月 5 日

秋 田 951 令 和 6 年 10 月 1 日

高 知 952 令 和 6 年 10 月 9 日

宮 崎 952 令 和 6 年 10 月 5 日

鹿 児 島 953 令 和 6 年 10 月 5 日

沖 縄 952 令 和 6 年 10 月 9 日

岩 手 952 令和 6年 10月 27日

Ａ

Ｃ

Ｂ



参考５  

 

 

令和７年７月 11日 

 

中央最低賃金審議会委員名簿 
 

（公益委員） 

戎 野 淑 子 立正大学経済学部教授 

権 丈 英 子 亜細亜大学経済学部長・教授 

小 西 康 之 明治大学法学部教授 

首 藤 若 菜 立教大学経済学部教授 

  藤 村 博 之 独立行政法人労働政策研究・研修機構理事長 

  松 浦 民 恵 法政大学キャリアデザイン学部教授 

 

（労働者側委員） 

  池 田 智香子 全日本自動車産業労働組合総連合会 中央執行委員 

伊 藤 彰 英 日本基幹産業労働組合連合会 企画調査部部長 

永 井 幸 子 ＵＡゼンセン副書記長 

仁 平   章 日本労働組合総連合会総合政策推進局長 

平 野   覚 ＪＡＭ労働・調査グループ長 

水 崎 恵 一 全日本電機・電子・情報関連産業労働組合連合会中央執行委員  

 

（使用者側委員） 

大 下 英 和 日本商工会議所産業政策第二部長 

佐久間 一 浩 全国中小企業団体中央会事務局次長 

志 賀 律 子 株式会社麻布タマヤ代表取締役 

土 井 和 雄 全国商工会連合会中小企業問題研究所長 

新 田 秀 司 一般社団法人日本経済団体連合会労働政策本部長 

堀 内 麻祐子 株式会社センショー代表取締役 

 

 

（注）掲載順は、五十音順である。 
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（労働者側委員） 

 

伊 藤 彰 英    永 井 幸 子 

 

仁 平   章    水 崎 恵 一 

 

    

 

（使用者側委員） 

 

大 下 英 和    佐久間 一 浩 

 

土 井 和 雄    新 田 秀 司 
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参考６ 



　　消費者物価指数の対前年上昇率の推移（持家の帰属家賃を除く総合・都道府県別）

（単位︓％）

10月 11月 12月 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月
 全  国 8,420 2.6 3.4 4.2 4.7 4.3 4.2 4.1 4.0 3.8 3.9 

北海道 8,748 2.6 3.0 3.8 4.3 3.9 4.2 4.3 4.1 3.6 3.7 
青森県 8,467 1.9 2.6 3.6 4.9 4.5 4.3 4.1 4.1 3.5 3.7 
岩手県 8,856 2.6 3.3 3.9 4.3 3.9 4.1 3.8 3.7 3.7 3.7 
宮城県 8,856 2.4 3.5 4.3 5.0 4.4 4.4 4.3 4.1 3.9 4.0 
秋田県 8,581 2.0 3.2 4.1 4.8 4.5 3.8 3.4 3.3 2.9 3.6 
山形県 8,615 3.0 3.9 4.6 5.2 4.5 4.3 4.0 3.7 3.5 4.1 
福島県 8,626 1.9 2.7 3.8 4.2 4.0 4.1 3.6 3.7 3.1 3.5 
茨城県 8,590 2.4 3.8 3.9 4.8 4.9 4.5 4.1 4.3 4.1 4.1 
栃木県 8,504 2.3 3.2 4.4 4.7 4.2 4.1 4.0 3.3 2.9 3.7 
群馬県 8,354 2.0 2.4 3.3 4.3 4.3 4.2 3.7 3.4 3.3 3.4 
埼玉県 7,958 2.4 3.1 4.0 4.4 3.9 3.9 3.6 3.6 3.2 3.6 
千葉県 8,283 2.3 2.9 3.7 4.2 3.9 3.8 3.4 3.5 3.6 3.5 
東京都 8,000 2.1 3.0 3.7 4.0 3.3 3.4 4.0 3.9 3.5 3.5 
神奈川県 7,915 2.9 3.8 4.7 4.7 4.1 4.1 3.7 3.9 3.8 4.0 
新潟県 8,412 2.5 3.1 4.3 5.0 4.9 4.6 4.5 4.3 3.8 4.1 
富山県 8,827 2.1 2.8 3.5 4.3 4.0 4.3 3.9 3.9 3.6 3.6 
石川県 8,581 2.6 3.4 4.3 4.4 4.6 4.6 4.4 3.9 3.8 4.0 
福井県 8,134 2.6 3.3 4.4 5.5 4.7 4.9 4.3 3.7 3.7 4.1 
山梨県 8,787 2.6 3.1 3.9 5.0 4.2 4.4 4.0 4.0 3.2 3.8 
長野県 8,653 3.0 3.7 4.2 4.8 4.0 4.2 3.9 3.5 3.2 3.8 
岐阜県 8,315 3.6 4.1 5.0 5.6 5.0 4.8 4.3 4.8 4.3 4.6 
静岡県 8,579 2.7 3.7 4.6 5.0 4.5 4.2 3.7 3.7 4.0 4.0 
愛知県 8,660 2.9 3.6 4.8 5.1 4.5 4.3 3.9 4.2 3.9 4.1 
三重県 8,471 2.8 3.8 4.6 4.2 4.3 4.2 3.6 3.5 3.1 3.8 
滋賀県 8,738 2.1 3.2 3.8 4.1 3.7 3.5 3.3 3.4 2.9 3.4 
京都府 8,365 2.8 3.5 4.4 5.1 4.6 4.4 4.3 4.0 4.3 4.1 
大阪府 8,459 3.3 4.0 5.0 4.8 4.2 4.4 4.5 4.2 4.1 4.3 
兵庫県 8,543 2.7 3.5 4.3 4.8 4.4 4.0 4.0 4.3 3.9 4.0 
奈良県 8,561 3.2 4.0 4.7 5.2 4.6 4.4 3.6 3.3 3.5 4.0 
和歌山県 8,292 2.6 3.0 3.5 4.1 4.2 4.5 4.5 4.2 3.8 3.8 
鳥取県 8,689 2.6 3.4 3.7 4.0 4.2 4.0 3.8 3.5 3.4 3.6 
島根県 8,743 2.8 3.0 3.3 4.5 4.3 4.0 3.6 3.1 2.0 3.4 
岡山県 8,750 2.8 3.3 3.9 4.7 4.3 4.4 4.3 4.0 3.7 4.0 
広島県 8,638 2.4 3.4 4.4 4.5 4.3 4.5 4.7 4.2 3.6 4.0 
山口県 8,856 3.0 3.3 4.0 4.8 4.2 4.7 3.9 3.7 3.2 3.8 
徳島県 8,628 2.6 3.6 4.0 4.5 4.1 3.9 3.6 3.6 3.4 3.7 
香川県 8,619 2.4 3.3 3.9 4.4 4.1 3.8 4.0 3.0 3.0 3.5 
愛媛県 8,423 2.3 3.0 3.8 4.1 4.0 4.3 3.6 3.4 3.0 3.5 
高知県 8,726 2.7 3.6 4.0 5.1 4.3 4.6 4.4 4.2 4.1 4.1 
福岡県 9,071 2.9 3.9 4.3 4.8 4.3 4.3 4.0 4.3 4.0 4.1 
佐賀県 8,763 2.7 3.3 4.3 4.7 4.6 4.7 4.8 5.0 4.9 4.3 
長崎県 8,540 3.0 3.6 4.8 5.4 4.6 4.6 4.6 4.4 4.1 4.3 
熊本県 9,021 3.3 3.7 4.4 5.1 4.6 4.6 3.9 3.7 3.8 4.1 
大分県 8,544 3.3 3.7 4.2 4.6 4.1 4.1 4.0 3.8 3.8 4.0 
宮崎県 8,948 3.1 4.0 4.8 5.2 5.0 4.7 4.4 4.3 4.1 4.4 
鹿児島県 8,540 3.8 4.7 5.7 6.2 5.1 4.9 4.7 4.4 4.6 4.9 
沖縄県 8,585 3.8 4.0 5.1 5.6 5.1 5.0 4.4 4.0 4.4 4.6 

資料出所　総務省「消費者物価指数」
（注）１　指数は、「持家の帰属家賃を除く総合」である。
　　　　 ２　「2024年10月～2025年６月平均」の上昇率は、「同期の指数の単純平均」の「前年同期の指数の単純平均」に対する上昇率。

ウェイト
（１万分比）

2024年 2024年10月～
2025年６月
平均

2025年



　　消費者物価指数の対前年上昇率の推移（食料・都道府県別）

（単位︓％）

10月 11月 12月 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月
 全  国 2,626 3.5 4.8 6.4 7.8 7.6 7.4 6.5 6.5 7.2 6.4 

北海道 2,597 3.3 3.8 6.0 7.4 6.8 7.2 6.8 6.1 6.5 6.0 
青森県 2,795 2.2 3.6 4.6 6.8 5.8 5.6 5.4 5.7 5.8 5.0 
岩手県 2,714 4.2 4.9 6.0 7.4 6.7 7.0 6.7 5.9 7.1 6.2 
宮城県 2,941 3.2 4.6 6.5 7.5 7.3 7.3 6.6 6.2 6.7 6.2 
秋田県 2,739 3.0 4.5 6.5 6.9 7.5 5.8 5.0 5.0 5.1 5.5 
山形県 2,627 4.4 6.2 8.1 9.3 8.6 7.8 7.1 7.7 8.7 7.6 
福島県 2,781 3.0 4.1 5.9 7.2 7.0 7.0 5.7 5.9 5.6 5.7 
茨城県 2,613 2.7 5.8 5.6 8.5 9.1 8.5 6.0 6.7 7.4 6.7 
栃木県 2,624 2.8 4.7 7.6 8.4 7.7 6.9 6.2 4.6 5.3 6.0 
群馬県 2,656 2.3 2.9 4.8 6.9 7.2 7.1 4.9 5.5 5.6 5.2 
埼玉県 2,340 3.0 4.1 6.1 7.4 7.0 6.6 5.2 6.4 6.0 5.7 
千葉県 2,541 3.0 3.9 5.1 6.7 6.6 6.2 5.3 5.3 6.6 5.4 
東京都 2,529 3.5 4.9 6.2 7.6 7.0 6.8 6.0 5.8 6.3 6.0 
神奈川県 2,509 3.5 5.4 6.7 8.4 8.3 8.0 6.2 7.2 8.1 6.9 
新潟県 2,568 2.9 2.9 6.0 7.3 8.0 7.2 6.1 5.4 6.0 5.7 
富山県 2,697 2.4 4.2 5.1 7.0 7.5 7.3 6.3 7.0 7.1 6.0 
石川県 2,546 4.4 5.8 7.3 7.8 9.2 8.6 7.8 6.8 7.1 7.2 
福井県 2,672 4.4 5.6 6.9 9.3 8.8 8.8 7.1 5.9 7.0 7.1 
山梨県 2,673 3.2 4.1 5.8 8.2 6.7 7.5 5.9 6.8 6.1 6.0 
長野県 2,579 3.6 4.7 5.7 7.8 7.0 7.2 6.5 6.5 6.7 6.2 
岐阜県 2,448 5.1 6.3 8.4 9.6 8.6 8.8 7.0 7.4 7.5 7.6 
静岡県 2,821 3.7 5.6 6.9 7.9 7.9 7.1 6.0 6.5 8.1 6.6 
愛知県 2,684 3.4 5.0 6.9 8.0 7.9 7.8 7.0 7.2 7.6 6.8 
三重県 2,468 4.1 5.5 6.8 7.6 8.2 7.3 6.0 5.5 6.8 6.4 
滋賀県 2,682 2.5 4.6 4.9 7.0 6.4 6.2 5.0 5.3 5.0 5.2 
京都府 2,891 3.8 4.9 6.8 8.2 8.3 7.6 6.4 6.4 7.8 6.7 
大阪府 2,890 3.7 4.6 5.8 7.0 6.8 7.2 7.0 6.3 7.0 6.2 
兵庫県 2,834 3.9 5.1 6.9 7.9 7.8 6.5 6.3 7.0 6.8 6.5 
奈良県 2,510 4.9 6.6 7.8 9.5 9.3 7.9 6.0 5.9 6.6 7.2 
和歌山県 2,636 3.7 4.5 4.4 6.2 7.4 7.5 7.3 6.3 6.1 5.9 
鳥取県 2,600 3.2 4.7 4.8 6.4 7.4 6.8 6.7 6.0 7.5 6.0 
島根県 2,548 4.3 4.4 5.3 8.3 8.8 7.3 5.6 5.8 6.8 6.3 
岡山県 2,583 5.3 6.5 7.0 9.3 9.0 9.3 8.4 7.8 8.1 7.9 
広島県 2,595 3.5 5.6 6.9 8.3 8.1 8.1 7.9 6.9 6.9 6.9 
山口県 2,538 4.6 4.4 6.0 7.5 7.1 7.5 6.2 6.3 6.6 6.3 
徳島県 2,670 4.1 5.9 6.4 7.6 7.0 6.3 5.1 4.9 6.1 5.9 
香川県 2,534 4.0 4.6 5.8 7.0 6.9 6.4 5.4 4.2 5.3 5.5 
愛媛県 2,586 3.4 5.0 6.6 7.0 7.8 6.9 5.5 5.0 5.6 5.9 
高知県 2,659 4.2 6.0 5.8 8.9 7.6 7.4 7.3 7.3 8.7 7.0 
福岡県 2,586 4.3 6.3 7.3 8.5 8.7 8.3 7.0 7.5 7.8 7.3 
佐賀県 2,604 5.0 6.2 8.1 9.1 9.5 9.0 7.0 7.2 8.0 7.6 
長崎県 2,664 4.5 5.0 7.1 8.8 9.0 9.2 7.8 8.6 8.3 7.6 
熊本県 2,568 5.9 6.6 8.2 9.9 9.2 8.7 8.4 7.2 8.8 8.1 
大分県 2,562 5.6 6.6 7.6 8.4 8.1 8.2 7.5 6.7 7.7 7.4 
宮崎県 2,721 4.7 6.3 7.9 8.3 7.6 7.5 6.6 6.2 6.6 6.9 
鹿児島県 2,644 7.3 9.0 11.4 12.1 10.1 9.9 9.2 8.5 9.6 9.6 
沖縄県 2,999 6.0 6.5 8.2 8.3 8.3 7.2 6.7 6.0 7.2 7.1 

資料出所　総務省「消費者物価指数」
（注）１　指数は、「食料」である。
　　　　 ２　「2024年10月～2025年６月平均」の上昇率は、「同期の指数の単純平均」の「前年同期の指数の単純平均」に対する上昇率。

2024年 2024年10月～
2025年６月
平均

ウエイト
（１万分比）

2025年



































別表

最低賃金

生活扶助 最低賃金額 （ A - B ) （ A - B )

＋ ×１７３．８ ÷１７３．８

住宅扶助 ×０．８０７ ÷０．８０７

=　A １類費及び２類費 ２類費 期末一時扶助費 実績値 =　B

(18～19歳・単身世帯） 冬季加算（単身） （単身） （単身）

91,333 72,074 69,152 1,929 993 19,259 126,792 -35,459 -253

（注）　 生活扶助基準については、人口加重平均により生じる小数以下の端数処理を、１類費及び２類費、冬季加算、期末一時扶助費を足し
　　　合わせた後で四捨五入することにより行なっているため、上表の計の数字とその内訳を足し合わせた数字が一致しない場合がある。
         生活保護と最低賃金の乖離額の時間額換算については、小数点未満四捨五入としている。

中賃公益見解で計算した生活保護費、最低賃金額の月額換算額と乖離額　（令和5年度　島根県）
生活扶助基準（１類費及び２類費＋冬季加算＋期末一時扶助費）人口加重平均＋住宅扶助（実績値）と最低賃金の比較

生　　　　　　活　　　　　　保　　　　　　護 生活保護と最低賃金との乖離額

生　　活　　扶　　助　　基　　準
住宅扶助

計

















 

島根地方最低賃金審議会 島根県最低賃金専門部会 委員名簿 

 

区分 氏 名       現 職                     

公 

 

益 

 

代 

 

表 

小田川真一 元 株 式 会 社 山 陰 中 央 新 報 社 専 務 取 締 役 

藤 本 晴 久 国 立 大 学 法 人 島 根 大 学 法 文 学 部 法 経 学 科 准 教 授 

松 本 洋 子 公益財団法人しまね自然と環境財団松江事務所長 

労 

 

働 

 

者 

 

代 

 

表 

石 川 昌 平 Ｕ Ａ ゼ ン セ ン 島 根 県 支 部 長 

景 山  誠 日 本 労 働 組 合 総 連 合 会 島 根 県 連 合 会 事 務 局 長  

久保田恭佳 一 畑 電 鉄 労 働 組 合 一 畑 電 鉄 支 部 書 記 長 

使 

 

用 

 

者 

 

代 

 

表 

金 井 寿 彦 松 江 商 工 会 議 所 常 務 理 事 

多 野 美 和 協 同 組 合 島 根 県 鐵 工 会 専 務 理 事 

橋 本 浩 一 一 般 社 団 法 人 島 根 県 経 営 者 協 会 事 務 局 長 

備 

 

 

考 

 

任 命 年 月 日   令和７年７月３１日 

 

五 十 音 順         敬称略 

 

 


